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電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
三
年
に
激
論
の
末
国
会
を
通
過
し
た
電
気
事
業
法
改
正
第
一
弾
で
は
、
発
電
と
送
電
に
つ
い
て
二
〇
一
八
年
か
ら
二

〇
年
に
分
離
を
完
了
す
る
旨
が
書
き
込
ま
れ
た
。
そ
の
実
現
の
た
め
、
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
第
三
弾
の
法
案
が
、
現
在
与
党

内
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

原
子
力
の
再
稼
働
問
題
が
長
引
く
中
で
電
気
事
業
連
合
会
な
ど
が
、
発
送
電
分
離
の
延
期
を
主
張
し
て
お
り
与
党
内
の
議
論

も
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
第
一
弾
の
と
き
に
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
が
前

進
す
る
の
か
、
後
退
す
る
の
か
が
現
在
非
常
に
重
要
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
中
で
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

一
月
二
十
八
日
付
環
境
新
聞
に
よ
る
と
、
「
今
国
会
に
提
出
す
る
電
気
・
ガ
ス
事
業
法
改
正
案
に
は
、
消
費
税
再
増
税
を

見
送
っ
た
「
景
気
調
整
条
項
」
と
同
様
に
法
的
分
離
を
先
延
ば
し
、
あ
る
い
は
中
止
も
で
き
る
電
力
需
給
の
安
定
化
な
ど
を

条
件
と
し
た
「
調
整
条
項
」
が
盛
り
込
ま
れ
る
公
算
だ
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
調
整
条
項
」
が
盛
り
込
ま

れ
る
こ
と
は
事
実
か
。

二

上
記
の
よ
う
な
調
整
条
項
で
は
、
法
的
分
離
の
中
止
も
視
野
に
入
っ
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
先
延
ば
し
で
は
な
く
、
中
止
ま

で
も
が
見
込
ま
れ
る
の
か
。

一



三

「
法
的
分
離
」
は
発
電
・
小
売
事
業
と
送
配
電
事
業
の
兼
業
を
原
則
禁
止
す
る
が
、
他
方
、
送
配
電
事
業
者
と
の
資
本
関

係
は
許
容
す
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
企
業
形
態
の
方
式
と
し
て
、
東
京
電
力
は
二
〇
一
六
年
度
か
ら
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
制
に
移
行
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
制
（
持
ち
株
会
社

制
）
が
推
奨
と
さ
れ
る
企
業
形
態
な
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


